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社会資本整備審議会建築分科会 第２９回建築環境部会 

令和７年１２月１２日 

 

 

【事務局】  定刻となりましたので、ただいまから社会資本整備審議会建築分科会建築環

境部会を開会させていただきます。 

 私は事務局を務めさせていただきます、国土交通省住宅局建築企画担当参事官の○○で

す。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙の中、御出席をいただきありがとうございます。本

日の審議会は、対面とオンラインのハイブリッドでの開催とさせていただいております。議

事は、議事録作成時の参考とするため、録画させていただきます。御了承をお願いいたしま

す。 

 円滑な会議運営を行うにあたりまして、皆様にもいくつかお願いがございます。 

 １点目、御発言をされる際には、御発言前にお名前と御所属をおっしゃってください。本

検討会の内容は議事録に収めさせていただきます。発言者と発言内容で誤りが生じないよ

うにするために御協力をいただけますと幸いでございます。 

 ２点目、オンラインで御参加の委員におかれましては、回線負荷を軽減するため、御発言

をされる場合を除きましてビデオはオフにしていただくとともに、御発言をされる方以外

はマイクをミュートにしていただきますようよろしくお願いいたします。 

 ３点目、本日の議事録は、後日委員に御確認いただいた後、委員の氏名を伏せた形で配布

資料とともに国土交通省のホームページにて公開をさせていただきます。あらかじめ御了

承いただければと思います。 

 次に、本日の出席について御報告をさせていただきます。臨時委員の○○委員、専門委員

の○○委員におかれましては、所用のため御欠席との御連絡をいただいてございます。○○

委員におかれましては１１時４５分頃に御退出される御予定と伺ってございます。 

 また、今回は、部会長の御了承の下、委員以外の方として、日本建築家協会関東甲信越支

部環境委員会委員の○○様に御出席をいただいております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、定足数の確認でございます。本日は、部会に所属する委員及び臨時委員１０

名のうち９名、総数３分の１以上の御出席をいただいてございます。社会資本整備審議会令

第９条により、本部会が成立しておりますことを御報告申し上げます。 



 -2- 

 それでは、議事に入りますので、カメラ撮りについてはここまでとさせていただきます。 

 ここからの進行は○○部会長にお願いしたいと思います。○○部会長、よろしくお願いい

たします。 

【部会長】  それでは、皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。本日

の議事につきましては、お配りの議事次第のとおり予定してございます。今日は、今後の住

宅・建築物の省エネルギー対策のあり方（第四次報告案）についてというテーマで御議論い

ただきたいと思います。 

 まずは、資料の１、前回までの委員からの御意見概要、それから、資料の２－１から２－

３、脱炭素社会の実現に向けた建築物のライフサイクルカーボン評価の促進及び省エネル

ギー性能の一層の向上について（仮称）というものにつきまして、事務局より御説明をお願

いいたします。 

【事務局】  国交省住宅局の○○でございます。前回に引き続き、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 私のほうから資料１から順番に御説明いたします。資料が大変たくさんあって恐縮です

けれども、順番にいきたいと思っています。 

 まず、資料１の３ページ目ですけれども、赤字にしているところが前回１１月のこの部会

において御意見いただいたところでございまして、全体的に前回の議論をさらっていきた

いと思っています。 

 ３ページ目の赤字部分ですが、どのような制度根拠があるのかといったことは、政府計画

に基づいた中長期的な視点で語っていただくことが重要といった御指摘がありましたので、

ちょっと資料が飛んで恐縮ですが、資料２－３で、今回、参考資料集ということでパワーポ

イント形式で様々な情報をまとめておりますけれども、資料２－３の８ページ、９ページの

ところに政府計画との関係ということでまとめさせていただいていますので、御覧いただ

ければと思います。 

 それから、資料１に戻りまして、４ページ目でございますが、計画段階から建築設計の行

動の変容を迫るという視点がこれまでなかった点であるといった御指摘がございましたの

で、こちら、この後御説明します資料２、報告書案の本体でその点を記載したところです。 

 それから、資料１の５ページ目ですけれども、空調冷媒、フロンの話がございましたので、

こちらについても報告書案の中で「地球温暖化係数の低い冷媒」といった記載を追加してお

ります。 
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 それから、資料１の６ページ目ですけれども、既存ストックについて分かりやすくまとめ

る必要があるといった御指摘がございました。こちら資料２－３ですが、４５ページです。

ストック型社会への対応ということで、今回のライフサイクルカーボンの評価制度とスト

ック型社会への対応というのがどういう関係になっていくかといったことをまとめたもの

でございます。４５ページのスライドのとおり、制度の目的と波及効果といったことをまと

めた上で、今回、説明制度、届出制度、第三者認証・表示制度、それから支援措置といった

柱がございますので、おのおのの取組によってストック型社会に移行するということを説

明しております。 

 それから、また資料１に戻って恐縮ですけれども、資料１の７ページ目でございます。将

来的には届出対象を広げるかもしれないけれども、そのためのデータ整備等を行いつつ機

運の醸成を図っていくといったことが重要との御指摘がございました。 

 それから、８ページ目についても、役割をおのおののステークホルダーごとに明確化する

ことが必要といった御指摘がございました。８ページ目の下のほうの赤字の部分ですけれ

ども、今回、住宅は規制措置の対象外ですが、第三者認証・表示制度の中では対象になりま

すし、環境省のほうで補助事業を行っていくということでしたので、御指摘のとおり事業者

に対する説明が必要といったことで、関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

 ９ページ目ですけれども、２つ赤字箇所があります。 

 １つ目が、複合建築物のときに、ライフサイクルカーボン評価結果の届出について、基礎

部分の割り振りをどうするかといったところの御指摘がございました。御指摘の点、今後柔

軟に対応できるように検討してまいりたいと思っております。 

 ９ページ目の下のほうの赤字ですけれども、見積書ベースでのライフサイクルカーボン

算定には一定の時間を要するので、着工後も許容するべきじゃないかといった御指摘がご

ざいました。こちらは前回も発言しましたけれども、今回、設計段階においてライフサイク

ルカーボン思考で設計をしていくといったプロセスがございますので、そういった設計の

変革を通じて自主的な削減を促していくということで、着工前に国に届け出ていただくこ

とをベースとして、その上で結果が悪いときには国による勧告措置ができるといったこと

を報告書の中でも明記しました。 

 それから、資料１の１０ページ目ですけれども、真ん中の辺り、２つ赤字箇所がありまし

て、戸建住宅のライフサイクルカーボン算定についても優良な取組を紹介するですとか、あ
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るいは、先行的な事例というのを共有してほしいといったことですので、右側のほうに書い

ていますが、もともと優良事業者を登録・公表する制度といったことを考えておりましたが、

その中でしっかり検討してまいりたいと思っています。１０ページ目の下の赤字の部分で

すけれども、第三者評価制度の提出書類がどんなものになるかといった御指摘がございま

した。この評価制度以外の、届出あるいは説明制度もそうですが、そういった書類の詳細に

ついては、今後、制度のあり方を御審議いただいた次のプロセスとして考えてまいりたいと

いうふうに思っています。 

 １１ページですけれども、幾つか赤字箇所がございます。真ん中の辺りの企業のサステナ

情報開示の観点では、最初は難しくても第三者検証の仕組みづくりが必要といった御意見

がございました。あとは、その下のところですけれども、鉄と木材なんかがそうですが、様々

な建材とか素材のカテゴリーを超えてデータを整備していくとなったときに、方法ですと

かルールの調整が必要ではないかといった御指摘がございました。今回、日本における統一

的な算定ルールというのを作っていきますので、その中で公正に各建材が評価されるとい

う形になるように検討を進めてまいりたいと思っています。一番下ですけれども、住宅に使

われるような建材・設備についての原単位の整備も重要だと思っていますので、頑張ってま

いりたいと思っています。 

 資料１の１２ページですけれども、人材育成の観点でデジタル技術やＡＩも活用した検

討をすべきといったことでございました。今、様々なサポートツールというのが出てきてい

ますけれども、そういった最新の技術というのを活用した省人化・省力化というのが図られ

るように検討を進めてまいりたいと書いてございます。１２ページの真ん中ですが、住宅に

ついては、既にＣＡＳＢＥＥなんかがございますけれども、そういった簡易な算定方法を認

めるなど負荷を考えていただきたいといった御指摘がございました。おっしゃるとおり、脱

炭素化の努力が評価されつつも、負担軽減のための簡易な算定について検討を進めてまい

りたいと思ってございます。１２ページの下のほうですけれども、住宅についてはオーナー

の直接的なメリットにつながりにくいということで、広報の仕方ですとか、あるいは一般の

方にどう広めていくかといったことが課題だといった御指摘がございましたので、普及啓

発においてはそういった点に注意してまいりたいと思っています。 

 １３ページ以降が省エネのパートでございます。１４ページの下のほうに赤字でござい

ますけれども、審査側の業務負荷というのも重要ではないかといったことで、２０３０年引

上げに向けて審査側でどういったことができるのか、ＡＩ活用なども考えて期待をしたい
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といった御指摘がございました。ちょうど先月、ＡＩを活用して建築確認申請図書の作成を

支援するといったサービスの提供を国交省からもプレスリリースしていますけれども、引

き続き、そういったいろいろなところが連携できるように検討を進めてまいりたいと思っ

ています。 

 １５ページですけれども、３点赤字にしております。高い省エネ性能を求めていく一方で、

利便性ですとか快適性のような選択肢を狭めないようにすべきといった御指摘ですとか、

今年度補助を執行しています子育てグリーン住宅支援事業といったものがありますけれど

も、そういった実績から実態をしっかり分析すべきといった御指摘がございました。おっし

ゃるとおり、省エネ以外の性能も大事だと思っていますので、バランスを考慮しながら検討

してまいりたいといったことですとか、あるいは、補助の実績について、地域性や建物種別

ごとの課題把握を行って、今後の施策に活かしていきたいということを記載しております。 

 それから、一番下の部分ですが、ＷＥＢプロについての御指摘がございました。技術です

とかあるいは住宅の特性というのも変わってきていますので、これからの主流な技術の最

適な評価に向けて再構築を行ってはどうかといった御指摘がございました。ＷＥＢプロ自

体はもちろん様々対応していくということは重要ですけれども、今回、未評価な技術につい

て検討を進めてまいりたいというふうに思ってございます。 

 １６ページですけれども、３点赤字にしております。ＺＥＢの話でございますけれども、

用途によってはＺＥＢ水準達成が難しいということで、特に中規模非住宅を扱う設計事務

所についての体制整備が必要といった御指摘ですとか、あと、給湯の評価方法の精緻化とい

った御指摘がございました。それから、標準入力法についてももう少し広まっていくと変わ

っていくのではないかといった御指摘がございました。 

 中規模非住宅については、おっしゃるとおりかと思いますので、設計側への体制整備に取

り組んでまいりたいと書いております。それから、配管保温の見直しを含む給湯の評価方法

の精緻化についても検討を進めているといったところでございます。それから、標準入力法

が２０３０年に向けて活用されるように、環境を整えていくことも行ってまいりたいと書

いております。 

 １７ページは住宅の話でございまして、住宅トップランナー制度の拡充のところでござ

います。１つ目ですが、拡充住宅トップランナー制度について、国による公表というのはし

ないということですが、応援だとかチェックの仕組みも考えるべきといった御指摘ですと

か、あるいは、公表ということは知見を他者に向けて還元するといったそういう責任という
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側面もあるので、促すべきじゃないかといった御指摘がございました。右側のほうに書いて

いますが、計画の達成状況についてしっかり国で確認する方向で検討しつつ、自主的な公表

について、機運の醸成を含めて促進に努めてまいりたいと思っています。加えて、補助を受

けた場合に、要件として事業者による公表を求めるといったことについては検討してまい

りたいと思っている次第でございます。 

 それから、３つ目の赤いポツですけれども、前回の御指摘で、大手の事業者が市場を牽引

していくということが重要なんだけれども、地域によって基準値も違いますので、どういっ

た分布なのかといったところをしっかり分析すべきじゃないかといった御指摘がございま

した。 

 これを踏まえまして、資料２－３の９２ページに分析したものを今回追加しております。

少し簡単に御説明をいたしますと、右側は建築物省エネ法の地域区分である８つの地域を

示しておりますが、左側に、オレンジの列がトップランナー事業者の建売戸建、注文戸建、

賃貸アパート、分譲マンションということで、住宅の種別ごとに２０２３年度実績で見たと

きにトップランナー事業者の供給の戸数がどのように分布しているかといったことを表し

たものでございまして、一方、この青い列が、トップランナー事業者以外の工務店の方々が

供給した住宅の割合、分布ですとか、それから、３００平米以上については切り分けられて

いないですけれども、全体的な傾向というのを並べて比較しております。 

 特に建売戸建ですとか分譲マンションについては、６地域に通常のものよりも特に集中

しているといった実態があるということが分かるかと思いますので、２０３０年までのＺ

ＥＨ水準引上げに向けては、都市部以外、６地域以外の地方におけるボトムアップも促進し

ていくことが重要ではないかといったことをまとめております。 

 また資料１に戻って恐縮ですけれども、１７ページ目の４つ目のポツです。トップランナ

ー事業者の役割として、住まい手の要望に応えていくといったことも重要ではないかとい

った御指摘がございました。 

 それから、その下ですが、事業者にとってのメリットや負担ですとか、それから、トップ

ランナー制度の対象外の事業者へのボトムアップということもしっかり考えていくべきと

いった御指摘がございましたので、しっかりと事業者と対話をしながら進めていきたいと

いうふうに思っています。 

 １８ページ目ですが、こちらは新技術に対する対応ということでございまして、１８ペー

ジの１つ目の赤字部分ですが、住宅でのパッシブ設計についても評価できるよう対応して
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いくべきといった御指摘がございました。現状、ＷＥＢプロの中で、自然通風ですとか蓄熱

ですとか地盤熱利用については一定の評価が可能な形になっていますけれども、そこで対

応できていない技術についても引き続き検討を進めてまいりたいと書いてございます。 

 上から２つ目のポツですけれども、新大臣認定あるいは大臣認定についての御指摘がご

ざいました。今、Ｅ２０という建築基準整備促進事業という中で検討していますので、そこ

で対応していきたいというふうに思っています。あと、ＷＥＢプロのスケジュール感につい

ては、一応、現行、ＷＥＢプロのバージョン改定の２、３か月前にその内容とともに公表し

ているというスケジュール感ですので、引き続き、そういった予見性のあるスケジュールと

いうのは維持していきたいというふうに思っています。 

 自然換気システムについての御指摘がございました。今回の未評価技術への対応の中で

進めていきたいというふうに思っています。 

 あと、気候風土についても、引き続き、自治体の支援と活動状況の公表が必要といった御

指摘がございました。引き続き、そういった独自基準の策定を支援しつつ、現在、国交省ホ

ームページに行政庁による独自基準策定状況というのをまとめて公表していますので、そ

ういったところで活用いただければというふうに思っています。 

 １９ページですけれども、普及啓発・支援といったところで２点書いております。住民に

早い段階で知ってもらうための周知・広報が必要といったことですとか、あとは、ＧＸ志向

型住宅のレベルになってくると、なかなかランニングでカバーできるという範囲を超えて

くるので、もう少し住まい手にとってのメリットというのをＰＲすべきじゃないか、はっき

りさせるべきじゃないかといった御指摘でございました。現状の子育てグリーン住宅支援

事業による実績も踏まえて検討していきたいというふうに思っています。 

 ２０ページですけれども、こちらもＧＸ志向型住宅の補助についての御意見ということ

で、分譲マンションについても活用できるような、予見性のある補助制度をしてほしいとい

ったことでした。２０ページの右側に、事業者の方にとって使いやすいような制度になるよ

うに検討してまいりたいというふうに書いております。 

 それから、２１ページですけれども、運用に伴う省エネ効果も大きいと考えられますので、

実績値評価あるいは表示の活性化といったことも考えてほしいといった御指摘がございま

した。 

 それから、２２ページ目ですけれども、赤字にしていますが、前回、現状の建材トップラ

ンナー制度は２０３０年ＺＥＨ水準目標をベースとして、そこからバックキャスティング
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で考えられているという状況ですので、より高い性能を持つ機器・建材に対する措置も行う

べきではないかといった御指摘がございました。右側に書いていますが、まさに経済産業省

においてやっている建材トッププランナー制度、あるいは、高効率な機器の促進策というの

がありますので、そういったところと十分に連携していきたいというふうに国土交通省と

しても思ってございます。 

 ２３ページ目ですが、既存ストックの話でございます。改修の市場動向もしっかり注視す

る必要があるといった御指摘がございました。 

 ２４ページ目ですけれども、赤字の部分です。まず、最初の赤字の部分ですが、オフサイ

ト再エネの活用といったところでございます。オフサイトであっても再エネの取組が進む

ことでＺＥＢ等の目標達成に貢献できるため、慎重に検討をお願いしたいといった御指摘

がございました。 

 こちら報告書の中にも今回盛り込んでいますけれども、省エネは引き続き重要である。と

いうのも、エネルギー資源の大宗を海外からの輸入に頼っているという我が国の状況を考

えると、もちろん再エネでプラスマイナスゼロにするということも重要なんですけれども、

省エネというのは一定必要じゃないかといったことを書いております。 

 ２４ページの下のほうですけれども、外皮とか設備機器の性能がある程度向上すると需

要サイドの適正化・最適化に踏み込むことになる。そういった適正化・最適化を踏まえて両

輪で取り組むことが大事といった御指摘、それから、ＤＲ対応の話などがございました。こ

ちらは、報告書案の中で、ＤＲ普及ですとかそういった点について記載をしているという状

況でございます。 

 内容が関連しますので、続きまして、資料２です。資料２－１で報告書案というのをつけ

てございますので、順番に御説明してまいりたいと思っています。 

 資料２－１の報告書案、この部会の報告書案ですけれども、ⅠからⅤまで５つの章で構成

しておりまして、その後、審議経過ですとかその他名簿をつけているという構成になってご

ざいます。 

 ⅠとⅡについては、２ページ以降を開いていただくと、黄色になっている部分が幾つか出

てくると思いますが、これは１０月上旬に公表しておりますＬＣＡ制度検討会の中間とり

まとめ案、前回あ前々回のこの部会でも参考資料としてお配りしていますが、その文章から

変更したところについて黄色で塗っているものでございます。 

 Ⅲ以降の章は、今回新たにこの部会の報告書案ということで書き下しているものでござ
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います。 

 ２ページ以降、黄色の部分について、全体的にさらっていきたいというふうに思っていま

す。２ページの黄色の部分は、今年の２月に様々閣議決定されている文書の中での位置づけ

というのを改めて紹介しているといったところでございます。 

 ３ページ目の脚注の７です。今回追加していますが、先ほどの資料１の最後の部分でも触

れましたが、エネルギー資源のほとんど、多くを海外から輸入しているといった状況を考え

ると、省エネ対策の徹底というようなことも基本であると私どもは考えておりますので、そ

れを明示しているところでございます。現状の内閣においても、引き続き省エネ対策は重要

というスタンスは変わりませんので、頑張ってまいりたいというふうに思っています。その

上で、オンサイトですとか再エネの導入、脱炭素化に取り組むといったことが重要だと考え

てございます。 

 それから、似たような論点ですけれども、５ページのところです。５ページの８行目から

１２行目、黄色で塗ってございますが、エネルギーに加えて資源についても海外輸入に大き

く依存しているという状況にございますので、今回の建築物のライフサイクルでの省エネ・

省資源・脱炭素を評価していくということは、エネルギー安全保障に貢献するといったこと

が期待されるということを明記しております。 

 それから、５ページ目の１７行目から１９行目ですけれども、こちら前回の議論の中で御

指摘がございました点を踏まえて、従来着目してこなかった部分について明記をしたとこ

ろでございます。 

 ６ページでございますが、「責務・役割」といった形で文言修正をしております。 

 それから、３０行目のところですけれども、前回それから前々回も御指摘がございました

フロンの話、冷媒の話がありましたので、この中にしっかりと書き込んだところでございま

す。 

 それから、７ページの脚注１５ですけれども、「第三者評価・表示制度」というふうに表

現をしてきたところですが、自己評価としての評価と区別をしたいと考えておりますので、

この後、自己評価のほうも文言が出てくるんですが、「第三者評価・表示制度」については

「第三者認証・表示制度」といった形で文言を変えさせていただいております。９ページの

２行目についても、同様に「認証」にしているというところでございます。 

 ９ページ目の１６行目から１７行目についても、少し文言を追加しているところでござ

います。算定ツールに加えて設計支援ツールについても促進することが重要と追加してい
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る趣旨でございます。 

 それから、１１ページ目でございますが、まずは、１１ページ目の１４行目から２５行目

にかけて、説明制度についていくつか文言を変えているところでございます。算定について、

自ら、まさにライフサイクルアセスメントということで評価をする、自己評価をするといっ

た側面がございますので、「（自己評価）」というふうに書いております。その上で、削減が

必要な場合にあっては、削減措置について建築士から建築主に説明をするといったことを

書いております。 

 特にどういうことが考えられるかということで、設計の初期段階における構造種別の検

討ですとか、既存の基礎ですとか杭の活用、あるいは低炭素製品・ＧＸ製品の活用の検討に

当たって、評価結果を用いて考えていくといったことを書いております。 

 １１ページ目の２８行目以下、届出制度のほうでも同様に「自己評価」といった文言を追

加しております。 

 それから、３５行目に、「着工前段階」ともともと書いてあったところですけれども、例

えば着工の１４日前といったことを書いております。 

 それから、３７行目も、評価結果について著しく不十分なものとならないような検討を促

す仕組みといったことで、具体的には、そういった場合に国からアドバイスをするといった

ことが考えられるんじゃないかということを書いております。 

 １２ページ目ですけれども、１行目から４行目のところで一文追加をしております。これ

はこの部会の中でも少し議論がありましたけれども、あくまで今回の目的が設計段階での

ライフサイクル思考での検討・設計の促進であると考えておりますので、算定をどんどん精

緻にしていく、あるいは竣工時の精緻な算定を求めるといったことではないと思っていま

すので、着工後の資材数量変更などについては再度の算定を求めないといったことのよう

に、建築主の負担軽減に配慮する必要があるということを明記しております。 

 それから、１２行目の脚注２１を今回追加しております。「事務所」と単に言っていまし

たけれども、何を指しているのかといったことを明確化するために、現在、「事務所等」と

いう用途が建築物省エネ法にありますので、建築物省エネ法における「事務所等」を指すと

いうことを追記しております。 

 それから、１２ページの③のパートが国の庁舎等における先行実施というところですが、

１５行目から１７行目にかけて、届出の対象について５,０００平米以上の事務所と書いて

いましたが、例えば、国が建設する庁舎等については２,０００平米以上を対象としてはど



 -11- 

うかということを考えて記載しております。 

 それから、２９行目から３２行目も今回新しく追加をしていまして、前回の資料の中でＵ

Ｒ都市機構さんの取組事例というのを紹介いたしましたが、その取組を踏まえて、先行的に

試行実施するといったことに加えて、一定の規模以上のＵＲ賃貸住宅の建て替え事業にお

いて、ライフサイクルカーボン評価の実施を標準とするための具体策の検討を行うべきで

あるといったことを追加しております。 

 １３ページですけれども、第三者認証・表示制度のパートでございます。こちらは「認証」

といった文言に変えているという修正でございます。 

 それから、１６ページ目ですけれども、１７行目、２２行目、３１行目を黄色で塗ってい

ますが、これはもともと中間とりまとめ案のときに書いていたところから分類名の名称を

つけたといったことで黄色に塗っています。 

 １７ページの７ポツのところですけれども、１７ページ、２７行目から２８行目、それか

ら３５行目から３６行目を黄色で塗っております。こちらは既存についてしっかりと算定

の実績を蓄積していってやるべきじゃないかといったことで、既存についても、建て替えと

改修を比較するとか、改修前後の比較をするといったことを含めて、実施促進を図るために、

優良事業者の選定公表制度でしっかり活用していくといったことですとか、支援措置を検

討すべきという文言を入れております。 

 同じ観点から、１８ページ目の１２行目から２２行目も全般的に黄色で塗っていますけ

れども、そういった削減プロジェクトへの支援ですとか、あるいは、優良事業者への補助の

中の要件ということも書いておりまして、実際の実事例とかデータの蓄積を図っていくべ

きということを書いております。 

 それから、１８ページから１９ページにかけて黄色に塗っている部分がございますが、体

制の整備あるいは人材の育成の重要性というのは、この部会の中で議論がありましたので、

それを踏まえて追加したということでございます。 

 ２０ページ以降、Ⅲですけれども、省エネのパートになってございます。２０ページの

（１）の現状と課題ですけれども、まず、このページは新築における省エネ基準適合の確保

というテーマでございまして、これまで基準適合義務化に向けてやってきたことを書いて

いるということでございます。 

 様々な周知・普及の取組、講習会の実施ですとか、あるいは補助・税制・融資の中での省

エネ基準適合の先行要件化など、様々取り組んだ上で、今年の４月から、最後、基準の義務
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化といったことをやってきたと書いております。 

 今後、それを早くも５年以内には引き上げなければいけないという状況ですけれども、

（２）の講ずべき施策の方向性ということで、設計・施工者などの申請側、それから審査側

における体制整備への支援を継続すべきといったことを書いております。 

 それから、この部会での議論もありましたけれども、風や日照の制限などパッシブ技術の

活用や、その地域に合わせた工夫により優れた環境を確保する気候風土適応住宅の行政庁

の基準策定の支援を継続すべきということも明記をしております。 

 それから、２１ページ、２.については、２０３０年までの引上げに向けた省エネ性能の

確保ということでございます。今回、この２.の中で、新たな仕組みの創設を２つ提案する

という形になっていますので、少しこの２.はボリュームが大きくなってございます。 

 ２１ページの６行目の辺りに書いていますが、現状、ＺＥＨ水準が４６％で、ＺＥＢ水準

３７％ということで、なかなか半分にも届かないという状況になっていまして、これを引き

上げることが必要という状況です。 

 １０ページ以降の段落で書いていますが、低炭素認定基準の引上げもやっていますし、昨

年４月には、まず大規模から中間レベルに基準を引き上げたところでございまして、来年の

４月には、中規模非住宅について省エネ基準とＺＥＢ水準の中間に該当するところへの引

上げを予定している状況でございます。それから、性能表示の中でも、まさに今月１日に、

一次エネ等級の７・８というのが施行をしている状況でございます。今年の２月の住宅トッ

プランナー基準の引上げというのもありますので、こういった様々な引上げに向けた誘導

的な施策というのを打ってきている状況でございます。 

 それから、官庁施設についても、２年後、令和９年の３月には、原則ＺＥＢＲｅａｄｙ相

当になるように環境保全性基準を改定するということが予定されております。 

 それから、予算の関係ですけれども、３省連携ということで、より高い省エネ性能の建築

物についての支援というのを行ってきたところでございますし、特に住宅については、ＧＸ

志向型住宅を含めて、昨年度の補正予算から支援をしているという状況でございますので、

それを紹介しているところでございます。 

 ２２ページですけれども、他方、新大臣認定の話がありましたが、現行の大臣認定制度に

つきましては、４行目、５行目の辺りですが、ガイドラインはあるのですが、大臣認定の実

績がないという状況だということを書いております。 

 ２２ページ目の（２）のところでございますが、今後の施策の方向性ということでござい
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ます。１３行目以降ですけれども、高度な省エネ技術の普及ですとか、技術の普及だけでは

なくて建材・設備のコストの縮減ということが必要だというふうに考えていますので、１５

行目のところですが、住宅トップランナー制度の対象となる事業者のうち特に多くの住宅

を供給する事業者について、実績を踏まえて、より高い省エネ性能を確保することを求める

仕組みを導入すべきということを書いております。 

 それから、１７行目の後ろのほうからは新たな大臣認定の話ですけれども、現在評価され

ていないような技術、その他新技術というのを導入促進することです。ＺＥＢ・ＺＥＨ水準

の省エネ性能を有する建築物の計画を認定する性能向上計画認定制度がありますけれども、

これが特殊な構造・設備を用いる場合に、別途、建築物の省エネ性能を評価して大臣が認定

するという仕組みを導入すべきといったことを書いてございます。 

 それから、並行して、２３行目から２５行目ですけれども、現状、用途別で、非住宅につ

いてどのような課題があるかということの分析を行いつつ、技術的検証に基づいて運用の

合理化なども継続すべきであるということを書いております。 

 それから、３０行目から３２行目のあたりですけれども、これは前回も御指摘がございま

したが、建材トップランナー制度を通じた高性能な機器・建材の普及とコスト低減といった

取組などを、関係省庁との施策との連携を強化すべきであるといったことも明記してござ

います。その他様々な支援措置などについてもしっかりと行って、引上げに向けた環境整備

に努めるべきというふうに書いでございます。 

 ２３ページ目の３.が既存ストックについてのパートでございます。２３ページ目の（１）、

現状と課題というところですが、様々な既存についての施策というのを打ってきていると

ころではございまして、昨年の６月に、パンフレットですけれども、「部分断熱改修のすす

め」というのを公表していますし、それに加えて、事業者向けの事例集というのも出してい

ます。 

 それから、１１行目のところですが、省エネリフォーム融資制度ですとか、その下の行で

すが、窓とか高効率給湯器の導入、そういったところへの支援、省エネ改修の支援というの

を３省連携で行っているところでございます。 

 それから、１４行目から１５行目ですが、国と地方公共団体による協調補助というのも行

ってきているという状況です。容積・建蔽についての個別の許可制度というものも導入され

てきている状況でございます。 

 あとは、昨年１１月から、既存住宅についての省エネ部位ラベルというのも設定している



 -14- 

状況でございますし、現在、実績値に基づく省エネ性能の表示についての検討というのを行

っていますので、１９行目から２１行目のあたりに記載をしているところでございます。 

 今後の方向性のところですけれども、２６行目から２７行目ですが、既存については様々

な課題がございますので、一旦、規制的な措置ではなくて、引き続き、誘導的な措置の充実・

強化に努めるべきであると書いてございます。 

 並行して、２９行目以降ですけれども、融資制度の活用促進ですとか、省エネ改修への支

援の充実、それから部位ラベルの普及促進といったことも重要ではないかと書いています。

実績値に基づく省エネ性能表示についても検討も進めていくべきと書いてございます。 

 ２４ページ目の４.については、再エネのパートでございます。（１）現状と課題の９行目、

１０行目のところですが、再エネ促進区域制度というのが昨年４月から施行しておりまし

て、現状、自治体において取組が進められているという状況でございます。 

 それから、ＺＥＢ・ＺＥＨを含めて再エネが設置された建築物についての支援も行ってき

ているところでございますし、今年の２月には、住宅トップランナー制度の中で戸建住宅に

おける太陽光発電設備の設置率の目標というのも設定をしたといった取組を行ってござい

ます。 

 それから、１８行目から２４行目に記載をしておりますけれども、特に太陽光発電設備に

ついては、ペロブスカイト太陽電池、総理も所信表明演説の中で触れておりましたが、こう

いったペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装に向けた取組が、今、早急に進められてい

るという状況でございまして、一部の企業では２０３０年までの早いタイミングで製造も

拡大していくといった状況になっていますので、それを導入することに向けての環境整備

というのは必要ではないかということを特出しして書いているところでございます。 

 それから、２５行目から２８行目のあたりですが、これは御指摘いただいておりましたＤ

Ｒ対応の話を追加しています。今年の２月の第７次エネ基の中で、２５行目から２７行目の

「」の部分に書いているような記載がございますので、需要側である建築分野においてもこ

ういった製品の動向について注視する必要があるということを記載しております。 

 それから、３０行目以降、講ずべき施策の方向性ということで書いております。２５ペー

ジの３行目のあたりですけれども、再エネ促進区域の活用ということ、丁寧に地域の意向を

踏まえて進めていくということが重要ではないかと書いております。 

 それから、支援措置ですとか住宅トップランナー制度の運用というのもしっかりやって

いくべきではないかといった記載ですとか、先ほどのペロブスカイトについても、需要側と
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してしっかりと需要の創出をやっていくべきではないかということも書いております。 

 ２５ページの１２行目から１５行目ですけれども、先ほどのＤＲ対応についてですが、現

行のエネ基の中で、ＤＲｒｅａｄｙ機能を具備した製品の導入を求める仕組みの導入とい

うことも位置づけられていますので、建築物においては、省エネ、再エネに加えてＤＲの普

及などの施策について関係省庁連携してしっかり進めていきたいというふうに思ってござ

います。 

 ２６ページ、Ⅳの「引き続き検討すべき課題」というところでございまして、このⅣの①

と②についてはライフサイクルカーボンの関係でございまして、③と④については省エネ・

再エネの関係という形になってございます。 

 ２６ページの５行目の①、それから２７行目の②については、基本的には中間とりまとめ

案の文章を改めて引き続き検討すべき課題という観点でまとめ直したものでございまして、

第１ステップの開始後３年以内を目途に再検討するといったことですとか、届出措置につ

いて、制度開始からおおむね５年以内に拡大について検討するということを書いていると

ころでございます。 

 それから、削減のための措置については、今回、評価の促進ということで行いますので、

実際の事例などの積み上げを踏まえて、検討していきたいということを書いております。 

 ②パートについては、現行、Ｓｃｏｐｅ３開示の検討ですとか、あるいはＧＸ価値につい

ても議論がなされている状況でありますので、そういったことを注視していくといったこ

とを書いております。 

 ２７ページの③、１２行目のところですけれども、ＺＥＢ水準・ＺＥＨ水準を超える省エ

ネ性能の目標設定のあり方の検討というところでございまして、今回のこの部会の議論の

中でも、どんどん省エネ性能が高まっていくと、他の性能とのトレードオフですとか別の観

点も重要になってくるといった御指摘が議論の中であったかと思いますので、そういった

バランスの取り方ですとか、あるいは、住宅についてはアフォーダビリティーも重要になっ

てきていますので、そういったものも考慮しながら省エネ制度については考えていくべき

ではないかということを書いております。 

 それから、２７ページの２１行目以降、既存ストックの関係でございまして、今回、既存

ストックについては新しい制度的な対応というのは提言できていない状況になっています

が、引き続き、誘導策についてしっかりと進めていくべきということを書いているところで

ございます。 
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 あとは、今、この同じ建築分科会の建築基準制度部会のほうで中長期的なビジョンという

のを検討していますので、そこで既存ストックというのは１つの大きな論点になっていま

すので、そことの議論との接続ということも検討していきたいと思っております。 

 ２９ページのⅤが「おわりに」ということで、最後、まとめの文章を書いているところで

ございます。 

 資料２－２は、今御説明申し上げた資料２の……。すみません、資料２－２に行く前に、

資料２－１には別添１と２と３というのが３種類ついてございます。 

 資料２－１の別添１が、ライフサイクルカーボン評価の促進に係る制度導入の考え方と

いうことで、これも１０月上旬の中間とりまとめ案の公表から変えた部分というのを黄色

で塗っているところでございまして、御説明は割愛しますが、載せているところでございま

す。 

 それから、資料２－１の別添２がロードマップ案ということで、こちらも、もともと１０

月上旬に出ていたロードマップ案から今回のこの議論を踏まえた修正というのを反映した

バージョンにしております。 

 資料２－１の別添３も、直したところを黄色で塗っているというところでございます。 

 それから、資料２－２が、先ほどの資料２－１の本体資料を概要で１枚にまとめたところ

でございます。こちらも説明は割愛したいというふうに思います。 

 一旦、資料１と資料２のシリーズについては以上でございます。 

【部会長】  たくさんの御説明でしたけれども、大変ありがとうございました。 

 それでは、本日、○○臨時委員から資料３のとおり意見書を頂いておりますということで

ございますので、これも事務局のほうから御発言をお願いできますでしょうか。 

【事務局】  続きまして、住宅局の○○でございますが、資料３をお配りしています。本

日欠席の○○委員から、主に（１）から（３）まで３点、事前に提出ということでペーパー

をいただいております。 

 （１）の前段の部分、改修について、しっかりとデータを分析した上で検討を進めていく

べきといったことで、こちら先ほどの資料２－１の報告書案の１７ページから１８ページ

で黄色に塗っている部分、私のほうから御説明をいたしましたが、そこでまさにこの指摘を

反映しているという状況でございます。 

 それから、（１）の後半の部分です。建物の使用者目線でのデータの整備あるいはその分

析をしっかり進めていくべきといった趣旨の御指摘がございます。スマートウエルネス調
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査ということで、ＪＳＢＣさんというところで行っていただいている取組に国交省として

も補助をしてきておりますし、この部会の委員でもございます○○先生にも協力いただい

てやってきているところでございますが、その中で改修のデータの蓄積ということもやっ

ていますので、そういった取組をしっかり今後進めていきたいと思ってございます。 

 （２）のところです。人材育成と体制整備といったところについては、これも資料２－１

の報告書案の１８ページのところで、産学官連携といったところで環境を整備することが

必要ということを書いていますので、その中でしっかり取り組んでいきたいと思ってござ

います。 

 （３）のところですが、エネルギーマネジメントの話ですとかＶ２Ｈ、災害対応、レジリ

エンスといった文脈も重要ではないかといった御指摘でございます。私どもの補助制度の

中でサステナブル建築物等先導事業というのがございますけれども、この中で、まさにこう

いったエネルギーマネジメントですとかレジリエンスに注目をして再エネを活用するとか

そういった取組の事例がありまして、それを採択してパイロットプロジェクトということ

で支援を行ってきている状況でございます。 

 資料３については、以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ここからは議論に入っていきたいと思います。時間は１１時５５分頃まで、１

時間と少し時間が取ってございます。御発言を御希望になる方は、これも毎度のことで大変

恐縮なんですけれども、大体２分ぐらい以内でまとめていただいて御発言をいただければ

大変幸いでございます。 

 御発言に当たりましては、各委員お名前をおっしゃっていただいた上で、該当する資料や

ページ番号等をお示しいただければというふうに思ってございます。質問等につきまして

は、事務局から後ほどまとめて回答をお願いするということを考えておりますけれども、３

つ、４つぐらいいって、大体記憶に残っているところ辺りで３つ、４つぐらいでまとめて回

答をお願いするというようなことをしたいと思います。というようなことで進めたいと思

います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、御質問、御意見等、御発言のある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ、早

速、○○先生。 

【○○臨時委員】  ○○です。資料２－１についてコメントをしたいと思います。 

 取りまとめ全体、御苦労さまでした。大分よくなったとは思うんですが、ＬＣＡの制度検
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討会に関わっている身としては、この部分の内容が難しいなと感じます。内容が。これ何人

が理解できるんだろう、誰向けに書いているんだろうというところが、心配になっておりま

す。注がいっぱいあって、つらいなというところもあります。 

 あらためて本文だけ読んでみると、指摘なんですが、この手の文章でオペレーショナルカ

ーボン、エンボディドカーボン、アップフロントカーボンというのが出るものとしては初出

になると思うので、３つとも解説が要ると思うんですけれども、オペレーショナルカーボン

だけ文中の説明がない。３ページの１行目です。それ以外の２つはちゃんと日本語で説明し

ているので、そろえていただければと思います。 

 細かいことですけれども、それを説明する図１の中のアスタリスクは要らないんじゃな

いかと思います。使用段階のところに冷媒からのフロン漏えいを指すとありますが、ここで

は関係ない情報かと思います。用語の説明で止めておいたほうがいいと思うので、このアス

タリスクは要らないなと思いました。 

 それから、５ページのところで１７行目に既存の扱いを入れていただいたのは大変あり

がたいと思っています。ＬＣＡもそういうことに貢献するんだというふうに思っておりま

すので、そこは大事だと思っております。 

 全体をみると、前半と後半の分かりやすさが違い過ぎるので、前半に関わっている私とし

ては気になるところです。 

 １点だけ。２５ページのところでペロブスカイト太陽電池の話が６行目ぐらいから出て

いて、８行目に、従来型の太陽光発電の設置が困難な耐荷重の低い建物の屋根や壁面等に設

置するというコメントがありますが、これは何らかの技術開発が加わらないと今のところ

現実的ではないという認識です。国としてはこれを声高々に言っているんですけれども、建

築の立場で言うと、現状は結局ガラスに挟まないと屋根・壁につけられないという状態です。

つまり、耐火の関係とかですね。今のところ、それをブレークスルーするための技術ができ

ていないというところなので、これを国交省として書くんだったら、そこの技術開発を一緒

にやりましょうよというのを何かつけないと駄目かなと思います。 

 そうでないんだったら、ちょっとトーンを弱めていただいたほうが、この分野に関わる者

としては安心かなと。つまり、これ国交省がやるって言っているじゃないかと言って、技術

がまだできていないのに国交省がおしているように見えるのが、ちょっと気になったとい

うところです。 

 私からは以上です。 
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【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、○○先生、お願いします。 

【部会長代理】  ○○です。全体的によくまとまってきていると思うんですけれども、２

－１について御意見をさせていただきたいと思います。 

 まず、全体なんですが、ＣＯ２の表記が化学式になっていなくて、多分これから変わると

思うんですけれども、閣議決定している地球温暖化対策計画とＧＸ２０４０年ビジョン、全

部「ＣＯ２」の「２」には下つきになっていますので合わせられておいたほうが、若者団体

に指摘もされたことがあって、変えられたほうがいいかなと思います。 

 それから、２ページの１７から１４に省エネについての記述を入れていただいた。また、

３ページの注７に省エネファーストの重要性を入れていただいたということで評価してお

ります。 

 ５ページの１１にライフサイクルでの取組がエネルギー安全保障に貢献すると書かれた

ことで、今回のＣＯ２の削減が全て包含されるような文章が書かれているので、これは非常

にいいというふうに思っております。 

 次に、１５ページ、１７ページに「ＧＸ製品」「ＧＸ価値」という言葉が結構出てくるん

ですけれども、「ＧＸ製品」は経産省で定義はされていると思うんですが、ちょっと注がな

いと危ないかなと。さらに、マスバランスの建材がいいのか、建築として木を使うようなの

がいいのかとか、建築としてのＧＸ価値みたいなのがあるような気もします。この辺りの書

きぶりを少し気をつけておかれるといいかなと思いました。 

 ２４と２５ページにＤＲとＤＲｒｅａｄｙの話をエネルギー基本計画から引用していた

だいて、この部分の負荷の需要の最適化というイメージが出てきているので、非常にいいと

思います。 

 それから、これは希望ですけれども、２１ページに「ＧＸ指向型住宅」が出てくるんです

けれども、「ＧＸ ＺＥＨ」とか「ＧＸ ＺＥＨ－Ｍ」とかいう言葉を注でもいいので入れ

ていただけると、「など」で今終わっているので、ぜひお願いできれば。 

 それから、９ページのところに、ライフサイクルのところに書かれているんですけれども、

デジタル化でＢＩＭを使うと１か所しか書いていなくて、今後の政府の戦略１７分野とか

を考えると、人手不足になって、「ＡＩ・デジタル活用」みたいな言葉をちょっと入れられ

ておくと良い。人手不足にはデジタルで行くんだと、あるいは、省エネのほうも、そういう

人材不足の対応について記載されるといいかなと思います。 
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 また読み込んで、また細かい意見はしたいと思います。ありがとうございます。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、ウェブで御参加の○○委員、手が挙がっていますので、御発言をお願いします。 

【○○臨時委員】  ありがとうございます。○○でございます。 

 資料２－１について発言したいと思います。これまでの議論を反映していただいて、しっ

かり取りまとめされていることに感謝申し上げます。それで、報告書の内容について幾つか

コメントしたいと思います。 

 ○○委員から「ＧＸ ＺＥＨ」「ＧＸ ＺＥＨ－Ｍ」を入れてほしいというような発言が

ありましたので、それは私からもお願いしたいと思います。 

 それと、２－１の報告書案の中で、ライフサイクルカーボン評価の促進に関しての箇所に

ついてです。アップフロントカーボンに関わる取組に力点を置かれているように感じまし

た。もちろんですけれども、リユースとかリサイクル材の使用による低炭素製品の活用を促

すという記載がございますが、廃棄段階のまたは廃棄を見据えた排出削減に係る努力を促

すようなことをもう少し強調してもよいのかなというふうに感じております。 

 また、建築物の使用時のフロン漏えいについても、取組にＳｃｏｐｅ２を入れてくださっ

ておりまして大変ありがたいのですが、具体的な記載が書けずにいるように思いました。も

しかしたら書いてあるのかもしれませんが、見落としているかもしれませんが、そのように

思いました。 

 建築物の使用時・廃棄時の具体的な取組とその効果が明らかでないということであった

り、特に廃棄時に関しては６０年、１００年後というような遠い将来のことを予見できない

ということが原因かもしれませんが、ぜひ、今後関係省庁が連携をして使用時以降の排出Ｇ

ＨＧを削減する取組について検証していただきまして、それが可能となったタイミングで、

Ｊ－ＣＡＴであるとかそのほかの算定ツールに反映する、また、関連する告示等にこれを反

映していただきたいというふうに思います。 

 改めて、今後の取組として、建設時以外のＧＨＧ削減の取組が大変重要と考えているとい

うことを申し添えたいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、ウェブで御参加の○○臨時委員が手が挙がっていますので、

お願いできますでしょうか。 
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【○○臨時委員】  住環境計画研究所の○○です。御説明ありがとうございました。検討

会から本会まで、議論をとても丁寧におまとめいただいたと思います。ありがとうございま

す。 

 私も資料２－１について、まず、前者のＬＣＣＯ２の制度に関しましては、これから短期

間で制度の内容を具体化して進めていただくことになると思いますけれども、関係省庁で

すとか多くのステークホルダーの方が関われることでもありますので、引き続き連携して

進めていただくことはもちろんですが、特に市場においては、省エネ基準の義務化に加えて、

さらにＣＯ２という軸が指標として加わることになりますので、建築主ですとかユーザーの

方に分かりよく、その意義などについて引き続き周知をお願いしたいと思います。 

 その点で、資料２－１の１１ページの（２）のほうに、２,０００平米以上の建物に対し

て建築士が建築主に説明することを義務づけているということを今回書かれておりますが、

こちらについては、以前にも発言しましたけれども、この点は、届出の義務の対象外の建物

に対して早期に取組ですとか制度を周知していく上でも賛成するところであります。 

 専門的な知識を持った建築士の皆さんに、ＬＣＣＯ２とは何か、その意義とはといったこ

とで、まず、こういったところから説明していくことが重要だと思いますので、この文章の

中で「建築主が不要と判断した場合を除き」というこの表現が、意義などの説明自体のこと

であれば若干、やや消極的だなとも思いまして、何に係っているのかが分かりにくい表現に

なっているのかなと思います。 

 ここでは、その意義などを説明すること自体を義務づけるといった形で、何を説明するの

かをはっきりさせたほうがよいかなと思いまして。その説明を受けて評価をするのかしな

いのか、そこを建築主に促すと、こういった流れになるのではないかと思いますので、意義

や必要性についての説明を義務づけるといった形にしてはどうかということで、改めて御

検討いただければと思います。 

 前者について、もう一点コメントですけれども、住宅・建築物はあらゆる経済活動が行わ

れる場として、２０５０年のカーボンニュートラルの達成に向けて、今後も他分野でも様々

な、ＤＲもそうですが、様々な取組ですとか技術の進展、あと環境整備などが行われていく

と思いますので、この点は記載もいただいていますけれども、そういった周辺環境とのバラ

ンスを取りながら慎重に、一方で、他分野での取組を受けた対応による更新なども見据えて

進めていただければと思います。 

 後者のほう、建築物の省エネ性能の一層の向上に関する内容に関しては、こちらはコメン
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トになりますけれども、総じて、良質なストックを増やすということで、今後の目指す方向

性に合致するものだと思いますので、内容については異論はありません。 

 ただ、前回、委員会からも御意見もありましたが、可能な限り遮熱ですとか蓄熱などのパ

ッシブ的な要素を取り入れつつ、断熱性を高める、太陽熱でお湯を作る、節湯水栓などを活

用する、こういった需要側の負荷を減らすことをまずはベースに考えて、それでも処理でき

ない部分をエネルギーで処理するといった、こういう大前提のような考え方を改めてきち

んと打ち出していただくことも重要じゃないかと思います。 

 今、どうしても数字的な指標での議論が多い中で、先進国の中でもそういった考え方を念

頭に基準や指標を整理されている国もあるようですので、未評価技術の評価はもちろんな

んですが、評価可能であってもなかなか計算において使われていない技術ですとか手法な

んかを、市場においてなぜそれが評価として活用されていないのかなどの理由も明らかに

していただいて、一層の向上に向けた取組として、今後、思い切って見直すですとか改善す

ることも含めて柔軟に御検討いただければと思います。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、この辺りで一旦切りましょうか。４名から御意見をいただきましたので。事務

局のほうから、回答できるところは回答いただけますでしょうか。 

【事務局】  ○○でございます。 

 まず、○○委員からの御指摘で、用語のところですね。図１のところ、御指摘ありがとう

ございます。ちょっと配慮が足りなくて申し訳ないです。承知しましたので、対応していき

たいと思っています。 

 それから、ペロブスカイトのところ、確かに施工側・設置側の様々な技術の問題というの

もおっしゃるようにありまして、今、そこは並行して検討が進められている状況ですので、

少し御指摘の趣旨が反映されるような形で記載ぶりは考えたいというふうに思います。 

 それから、○○委員から御指摘いただきました「ＣＯ２」の表記の仕方については、おっ

しゃるように、ほかの政府文書もしっかり確認をして考えたいと思ってございます。 

 それから、ＧＸ価値ですとかＧＸの関係、こちら修正についてはどういう形があり得るか

ということも含めて、少し検討はしたいと思っています。 

 ＧＸＺＥＨの話は、○○委員からも○○委員からもございました。この文脈では厳しいか

なというふうに思っていますのと、あと、具体的に今、コンセプトとしては出ていますが、
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実際の支援策とか措置については「ＧＸ志向型住宅」ということで名前をつけてやっている

という状況でございますので、ちょっと検討はしたいと思いますが、一義的には少し難しい

面があるかなというふうに思っています。 

 他方、ＡＩとかデジタル技術については、資料１のところではそういった記載がありまし

たが、資料２－１の中では書けていなかったので、少し補足できないか修正を検討したいと

思っています。 

 それから、○○委員からありましたように、モジュールＣのところ、廃棄・解体の工夫に

ついては、なかなか今、算定の事例なども集まっていない中で、具体的な記載ができていな

いところは大変申し訳なく思っていますので、しっかり関係省庁連携してこの評価の促進

という制度を行っていく中で取組を具体化していくと。削減策の１つには入っていると思

っていますので、具体的には事例を通じてしっかりと明らかにしていきたいというふうに

思っています。 

 ○○委員からいただきました１１ページの説明制度のところについては、御指摘の趣旨

は承知しましたので、修正について考えたいと思ってございます。それから、省エネの関係

については、○○委員おっしゃるとおりかなというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、引き続き、ウェブで御参加の○○委員、手を挙げておられますので、御発言お

願いできますでしょうか。 

【○○委員】  ○○先生、どうもありがとうございます。これまで様々な意見がある中で、

取りまとめを今回していただいて、事務局に感謝したいと思います。 

 基本的に、第四次報告案の基本的な内容については異存がございません。この方向性、ス

ケジュール感で着実に制度化に向けた検討作業が進むことを期待しております。その上で、

第四次報告案の文言ベースで幾つか細かな点を発言させていただこうと思います。 

 １つは、資料の２－１の５ページ目のところに、新たに日本のエネルギー安全保障にも資

するという観点を入れていただいたのは非常に重要だというふうに思っております。 

 他方で、資料の２－１の別添１の２ページ目のところは、エネルギー安全保障とともに資

源の安全保障についても記載をしていただいていて、恐らく単純な記載の整合性のぶれで

はないかと思うんですけれども、資料２－１の別添１にあるように、資源の安全保障の観点

というのも非常に重要だというふうに思いますので、第四次報告書案のほうにも、そちらに
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整合性を合わせる形で修正をいただけないかというのが１点目です。 

 ２点目が、これは先ほど○○先生が御発言された点は実は私もちょっと感じていたとこ

ろでして。ライフサイクルカーボンの中に明らかに解体・廃棄を含んでいらっしゃるという

のは明確に理解をしているんですけれども、先ほどお答えが事務局からもありましたよう

に、少し全体の記載ぶりの中で検討事項も含めて補強していただくのがいいんじゃないか

というふうに思っておりました。 

 先般、温室効果係数の小さい冷媒の点、発言させていただきましたけれども、オペレーシ

ョンのときもそうですが、同時に廃棄の段階での放出が大きいということを考えますと、こ

この廃棄段階での排出可能性まで含めてしっかり評価されることが適切な設備機器の選択

にもつながっていくというふうにも思います。 

 さらに言えば、既存の躯体や構造を活用する工法にチャレンジされている建築事業者さ

んもいらっしゃると思っていまして、これは当然、新規の資源等に減らす、カーボンを減ら

すということにもなりますが、同時に既存の廃棄物の発生を低減するという効果もあると

いうふうに思っていまして、こういう新たな工法等を開発していくインセンティブをつけ

るという意味でも重要ではないかと思います。 

 具体的な記載ぶりのところは御検討いただければと思いますけれども、１つ、７ページ目

のところの設計段階の設計者のところに、もちろんライフサイクルカーボンもなんですが、

解体・廃棄段階も入れていただいたらいいのではないかと思いまして。今の段階では多分、

施工、調達、使用段階が頭出しされている形かと思います。 

 もう一つ、８ページ目以下ないしは１０ページ辺りかもしれませんけれども、平山さんか

らの御回答にありましたように、算定方法の検討課題もやはりあるというふうに思ってい

まして。１０ページ目と言いましたのは、長寿命化の取組に関する評価の課題などとも親和

性があるというふうに思うものですから、こうした特に解体・廃棄段階の算定評価の課題を

検討事項として盛り込んでいただくというのも１つなのではないかと思います。 

 細かな点で、１４ページ目の注の２５にＳＢＴの説明があります。こちらは非常に重要だ

というふうに思っていまして、大手の建築事業者さんも、それからそのサプライチェーンを

担っていらっしゃる中小の事業者さんもかなり多くコミットされていて、その意味で、サス

テナビリティ情報開示やほかの国際的イニシアチブとの整合性の中で重要な点だと思うん

ですけれども、御説明が若干適切ではないように思っていまして。ＳＢＴの説明がですね。

注の２５ですが。ここは一度確認をいただけるといいと思います。 
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 長期の１.５度目標等との整合性を持った目標設定を促して、第三者の確認を経た目標設

定を認定してあげるという制度だと思いますので、書きぶり、説明のところを御検討いただ

ければと思います。 

 最後ですが、さっき○○先生からペロブスカイトの話がありまして、事務局からも御回答

がありましたが、○○先生と御一緒していまして、いつも御指摘をいただいて身にしみてい

るんですけれども。国交省さんのところでも検討について関わっていらして、特に、○○先

生がおっしゃったように、建材・工法などと一体に普及をしていかないと普及していかない

という認識であります。 

 これは国交省さんところで、例えば、営繕さんが公共建築物への展開を通じた取組も検討

されているというふうに理解をしておりますので、どちらかというと、むしろ積極的にこち

らの取り組む方向性を示していただければと思います。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、同じくウェブで御参加の○○委員からお願いいたします。 

【○○委員】  学習院大学の○○でございます。 

 今回のペーパーを拝見いたしまして、前回からさらに具体化されて分かりやすいものに

なったというふうに理解しております。特に資料の２－１の２ページのところの中段辺り

をはじめとして、今回進めようとされている政策が政府の全体の政策の中でどういう位置

づけであるかというようなことが一層明確になってきているので、環境分野以外のところ

で従事されている方々にも非常にメッセージとしては伝わりやすいのではないかという印

象を持ちました。 

 また、５ページのところの１７行目辺りのところで、初期の段階からいろいろ改善を図っ

ていくんだという今回の政策の１つの特色が明確に出されたという点も非常によかったと

いうふうに思っております。 

 他方で、２２ページなのですが、今回の仕組みの中で、中心的な仕組みの１つとして、例

えば大臣認定というようなものがありますが、２２ページの５行目のところで「大臣認定の

実績がなくて」というような形で書かれていて、「検討が行われている」というふうに結ば

れているんですけれども、ここのところの実績がないということをどのように評価されて

いて、どういう方向で実効性の向上性を図るのかというようなことがもう少し具体的に語

られたほうが読み手のほうが理解しやすいのかなという気がいたしました。 
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 それと、２２ページのところの２８行目のところで、住宅トップランナー制度ですけれど

も、これは非常に重要な仕組みで、全体の基準の底上げとかを図っていく仕組みなんですが、

私も地域との関係はどうなのかなという点は関心を持っていたら、前回ほかの委員の先生

がおっしゃってくださったのでよかったんですけれども、今回、資料の２－３のほうの９２

ページで、これは大都市中心で試行を重ねていく仕組みだというようなことが明確化され

たように思います。 

 こういうような地域分布といいますか、地域偏在があるような仕組みであるとすると、こ

こでの成果が、地域の特性を配慮した上で、大手業者がいない地域にとってどういう政策的

な意義を持つのかというところは一層具体的に語られる必要があるのかなというような気

がいたしました。今日の御説明では、地方の中小の事業者の技術力向上であるとか全体的な

ボトムアップにつながるんだというような御説明があったんですけれども、そういうとこ

ろを説明して、この制度の持つそういう多元的な意味というのを少し丁寧に語っていくこ

とが必要になるのかなと思いました。 

 そういう意味で見ますと、２２ページの２８行目のところに「地方の中小工務店等に対す

る周知や技術向上を念頭に置いた環境整備」と、ここは１行で書いてあるんですけれども、

報告書を読んで今言ったような文脈の中での話なんだということはなかなか理解しにくい

のかなと思いましたので、もう少し説明を足していただくことが、これからの課題を明確に

する上でも有用なのかなというような印象を持ちました。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。どうぞ。○○オブザーバー、お願いします。 

【○○オブザーバー】  ＪＩＡ、○○専門委員の代理でオブザーバーの○○と申します。

よろしくお願いします。 

 これまでの資料に対する御指摘ではないんですが、○○専門委員からＬＣＡ制度に関連

する今後の実施の中での細部のお願いが３点ございます。 

 １点目は、説明義務などで建築士の業務量が増え、追加の設計費用がかかることを今後建

築主に対して周知をお願いしたいということ。 

 ２点目は、設計業務において計画変更が生じる場合が多々あるんですが、避けることの難

しい建築計画の変更に対して負担を最小限にできるようなＬＣＡ制度となるよう対応して

いただきたいということ。 
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 ３点目は、先導的な取組として注目されるリユースの分野についてですが、これは期待が

大きい一方、コストや時間の見積りが難しいため、特にこの部門に対しては柔軟な対応によ

る補助を期待しております。 

 以上が３点です。 

 それから、これら３点のお願いのほかに、１点、住宅分野における評価方法の複数化につ

いての検討のお願いがあります。これは４年前、当時、○○専門委員の時代からＪＩＡが新

規追加を要望してまいったことなんですけれども、住宅分野における評価方法が、現在は省

エネ性能の評価がメインなものになっておりますが、これに対して、ＬＣＡによる評価方法

の新規追加を希望しております。 

 「２０３０年のＺＥＨ仕様への一律誘導」を避け、住宅の多様性を損なわない希望のある

展開が期待され、種々の地域問題の解決にもつながると考えております。現時点、建築物省

エネ法に基づく省エネ推進施策とＬＣＡ推進施策は、個々、並行した動きになっていると拝

見しております。両者を統合させ、簡便で効率的な評価方法の策定について、特にＬＣＡの

追加に関しては期待をしているところです。 

 ＪＩＡは実務団体ですので、策定に関しては、設計者の立場から実例情報の提供などにも

努めたいと考えております。そして、できれば２０３０年にはＬＣＡが新しい評価方法に加

わることを期待しております。 

 最後になりますが、先般、Ｊ－ＣＡＴ戸建試行版が公開されました。住宅分野においては、

木の使用がエンボディドカーボンの削減に大きく寄与しています。現在のところ、炭素固定

の表示は行うことができるようになっておりますが、エンボディドカーボン削減について、

木造の炭素固定によるＬＣＣＯ２削減効果が位置づけられるツールにはなっていないよう

にお見受けしております。建築総量の多い木造住宅分野において、Ｊ－ＣＡＴにおいても木

造のＬＣＣＯ２削減効果が反映できるように制度設計の見直しを加速していただきたいと

思います。 

 以上になります。ありがとうございました。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【○○専門委員】  建築士会連合会の○○です。いろいろまとめをありがとうございます。 

 士会連合会からも何回もお伝えしていたように、既存ストックをどう扱うか、改修か新築

かを企画段階で検討できるように、さらにアップフロントカーボンの重要性をお伝えして



 -28- 

きたのですが、その辺りが反映されてきたことをうれしく思っております。 

 ですが、まだちょっと分かりづらいと思っていることがございます。例えば、資料２－１、

１１ページに、届出義務の説明で「著しく不十分な場合の国の勧告」というような書き方に

なっているのですが、この不十分かどうかの評価がどのようにされるのかというのがまだ

ちょっと伝わりにくいのです。 

 事前レクチャーの際に御説明いただいたのでは、今、データが大分集まってきていると。

それに対してどうかということで評価するという様に伺ったのですが、それが果たして本

当にＣＯ２の削減になっているのかどうかというのがまだしっかり結びつかない気がいた

します。 

 例えば、少し乱暴な話をしてしまいますと、削減目標がはっきりあり、その目標に対して

向かうときに、建築物の床面積を何年間でどの程度つくるとしたならば、それに対してＣＯ

２はどのぐらいになると逆算することも可能なのではないかと思うのです。ですから、デー

タが積み上がってからそれが多い少ないという判断だけでは、今、目標としている２０５０

年カーボンゼロを本当に達成できるかどうかちょっと疑問に感じてしまうというところで

す。 

 ですから、ある目標を目指しているということが伝わらないと、設計・建築側も努力のし

がいがないという感じがします。その辺りを見直していただきたい、あるいは、これからど

う進めようとしているのかということを追加して記載していただきたいと思います。 

 それから、ＥＰＤに関しまして、先ほどの資料２－１、別添３、９ページで当面は積み上

げ法によるというふうな記載があるのですが、これは質問でございます。産業連関分析法は

今後あまり期待しないというか、使わずに積み上げ法で行くとお考えなのかどうかという

のを教えていただきたいと思います。 

 そのＥＰＤデータ、例えば、今、国で標準的な数値を出そうとされていますが、これはぜ

ひ急いでいただいて、設計者が企画・基本設計の段階でどの材料をどのぐらい使うとどのぐ

らいになるのか分かるようになると設計もしやすくなってくると思います。 

 もう一点は、先ほど○○委員もおっしゃっていたような住宅規模の小さなパッシブな技

術普及の問題です。これも何度も話題にし文章の中でもこれに取り組んでいきますという

記載はございました。具体的に教えていただきたいのですが、資料の中の基礎整備促進Ｅ２

０、未評価技術拡張検討委員会でもそういった検討をされているのでしょうか。 

 アップフロント、イニシャルともにＣＯ２排出削減に非常に寄与するものですので、ぜひ
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進めていただきたいと思っております。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、４名の方から御質問いただいたので、コメントいただいたので、一旦ここで切

って、回答いただけますでしょうか。 

【事務局】  様々な御指摘ありがとうございます。 

 ○○委員からいくつかいただいていましたが、資源安全保障のところの資料２－１本体

と別添１のところの整合性については、おっしるように整合していないので、整合するよう

に修正したいと思っています。 

 ２点目の御指摘で、解体・廃棄、フロンの廃棄のときという話がありましたので、先ほど

の○○先生の御指摘と併せて検討はしたいと思っています。 

 それから、資料２－１の７ページ目の２１行目、廃棄も設計のときに考慮すべき対象にな

るということは御指摘のとおりかと思いますので、追加をしたいと思ってございます。算定

ルールの中の検討においてどうするかという書きぶりは少し検討はしたいと思います。 

 それから、２５ページ目のＳＢＴの定義のところは、もう少しほかの文献や資料での書き

ぶりも見ながら修正を検討したいと思います。 

 ペロブスカイトについては、先ほど○○先生の御指摘もありましたので、次世代太陽電池

戦略の中でもいくつか施工に関する記載がありますので、そういったものも参考に少し考

えたいと思います。 

 それから、○○委員からも御指摘がございました、大臣認定のところは分かりにくくて恐

縮ですが、今回、ＺＥＨ・ＺＥＢ水準に合うような新たな認定というのを考えていくその前

段として、現行の認定制度というのは、省エネ基準に適合しているかどうかという、その段

階で、BEI=１.０程度において新しい技術とか設備というのを認定するような仕組みで、そ

のレベルであれば実績がゼロというの趣旨での説明でしたので、そういった理解をいただ

ければと思っています。 

 住宅トップランナー制度のところの書きぶりと地方の中小工務店への波及というところ

の書きぶりについては、文章のつなぎ方なんかは工夫する必要があるかなと思いますので、

そこは表現ぶりは考えたいと思います。 

 それから、○○委員の代理ということで、○○様から５点ほどあったかと思います。最初

の３点については、いずれもおっしゃるとおりかなと思いますので、今後、どちらかという
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と制度ができた後、２０２８年度に向けて、御指摘の点について考慮していきたいというふ

うに思っています。 

 それから、４点目のところなんですけれども、今は、報告書案の３ページ、５ページにも

書いていますが、省エネ対策の徹底というのは基本だと思っていますので、省エネの評価に

ついて、今、オペレーショナルカーボンの評価で置き換えるとかライフサイクルＣＯ２の話

で置き換えていくというようなことは考えていません。あくまで省エネは省エネで、引き続

き、着工規制に紐付いてしっかりと規制的措置を行っていく。一方で、ライフサイクルカー

ボンについては、まずは、評価を通じて、削減に向けて何ができるかということを考えてい

くという、段階も違うという状況がございますので、そこは当面は並走するのではないかな

と思っています。 

 それから、５点目の木材のお話がございましたが、今、報告書案の１４ページの１０行目

のところで、表示のときに定量的評価ということで、省エネ性能、ライフサークルカーボン、

炭素貯蔵量等といった形で記載をしていますので、こういった中でしっかりと分かるよう

にしていきたいと思っています。 

 それから、○○委員から３点ほどいただいていたかと思います。まず、届出義務のところ

で、１１ページ目の記載のところかと思います。省エネについては、先ほど御説明したよう

に、今、着工規制という形になっていますので、明確な定量的な省エネ基準という基準があ

って、そこを達成できたかできないかという話になっていますが、今回のこのライフサイク

ルカーボンの届出制度というのは、着工を止めるかとそういうことではなくて、着工前の段

階で計算をするということですので。当然、ここで書いてあるような不十分かどうかという

ことも、おっしゃっていたような算定事例やデータを集めて作った㎡あたりなり何らかの

単位の定量的な基準で、ばしっと判断をして、マル・バツでいきなり国がアドバイスを行う

かどうかが決まるということではなくて、設計上どういった削減のための工夫をしている

かということはもちろん考慮に入れながら判断していくものだと思っています。何か数字

があって、そこで二元論でマル・バツ決めるというものではないのかなと思っています。 

 ですので、その点、１１ページの３３行目から３５行目で、既存の活用とか低炭素製品の

活用とか、あくまでそういう設計上の変革を促す観点から、という目的が書いてありまして、

まさにこの目的を達成するために、この後ろの記載を行うというふうに御理解いただけれ

ばと思います。 

 それから、ＥＰＤのところについては、御指摘のとおり、積み上げ法のほうに誘導してい
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きたいというか、そちらを整備していく、そちらが増えていくような形になっていくと良い

のかなと僕らとしても思っているところでございます。 

 それから、最後のところ、基整促のＥ２０については、おっしゃるように、住宅の未評価

技術についても現在対象にしているところですので、御意見のとおり、Ｅ２０の中で検討し

てまいるということかなと思っています。 

【部会長】  よろしいですか。どうもありがとうございます。 

 それでは、続いて、対面ですね、○○委員からお願いいたします。 

【○○専門委員】  お茶の水女子大学の○○でございます。取りまとめ、ありがとうござ

います。 

 資料２−１の、ステークホルダーについて書かれている II-2ですが、誰がどうするかまと

められており、役割が分かりました。II-1 制度導入の考え方のところにも、ライフサイク

ルカーボンの制度によって波及効果として既存活用の推進ということが載っています。そ

うして見ると、II-2 にあまり既存が書かれていないように思いました。 

 先ほど○○先生からは、II-1 に廃棄の部分を入れたらどうかというご指摘がありました

が、既存建築ついて加えてはどうかということです。現在、更地にゼロから建てるばかりで

なくて、敷地に既存建築があり、人手不足と価格高騰の中で、躯体を継続して使うか新築す

るか、というところから検討されることが多いかと思います。その際にライフサイクルカー

ボンの視点から見て、評価する場面で利用が促進されればと思います。 

 既存利用によって、オペレーショナルカーボンを減らすことは困難かもしれないが、ライ

フサイクルカーボンの視点の評価では違った評価となる可能性があると思います。制度の

活用の点で重要な評価のポイントと思います。II-1 に沿ってみると、設計段階の部分か、

その前かもしれないのでステークホルダーが誰になるのか難しいですが、建築企画段階で

の判断に使うのかもしれないと思いました。御検討いただければと思います。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、○○委員から、お願いをいたします。 

【○○専門委員】  不動産協会の○○でございます。 

 第四次報告案につきまして、今まで本委員会での当方の発言を適宜反映していただきま

して、誠にありがとうございます。その中でも多少追加させていただきたいところを中心に

発言させていただきたいと思います。 
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 まず、ＬＣＣＯ２削減に関してですが、１６ページ、ＣＯ２等排出量原単位整備において、

優先すべき主要建材等の特定につきましては、第２ステップでの用途の拡充、その用途にお

ける優先すべき建材も見据えながら原単位整備を進めていただきたいと考えています。 

 また、建築主の立場として、ＬＣＣＯ２削減につなげるためにもメーカーによる製品開発

や低炭素建材の普及は必須であり、経産省と連携した取組をお願いしたいと思います。特に、

メーカー努力を即時に評価に反映する仕組みについて検討していただきたいと思います。 

 次に、省エネルギー性能に関してでございますが、先日の令和７年度補正予算の閣議決定

とともにリリースされたＧＸ志向型住宅は、規制となる住宅トップランナー制度に対応す

る支援の１つとして期待しているが、本事業が引き続き経済対策の位置づけであったこと、

補助額について戸当たり１６０万円から１１０万円に大幅に削減されたことについては、

新築分譲マンションでもより高い省エネ性能の実現に向けて検討を始める企業が出てきて

いる最中、非常に残念でございます。支援については、その後押しとなるよう、予見性・継

続性があり、申請スケジュール等の入り口で要件に合致しないといったことがないよう、柔

軟な制度設計をお願いしたいと思います。 

 次に、２４ページ、再生可能エネルギーの利用促進に関してでございますけれども、建築

物における再エネ利用の促進がうたわれる中、オフサイト再エネ手法は、再エネ設置が困難

な中高層建築物における有効な手段と考えております。フィジカルコーポレートＰＰＡ等、

追加性のある再エネ電源について、需要家は１０年、２０年といった長期契約で簡単に契約

解除ができない仕組みで再エネ電気の供給を受けていることが通例であり、契約の仕方に

よっては、オンサイトと同様に評価することも可能と考えております。省エネ性能の低下の

懸念については、一次エネルギーの評価について、省エネのみの場合と再エネを含んだ場合

とで分けるといった制度設計についても、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 最後に、引き続き検討すべき課題のＺＥＨ・ＺＥＢ基準の水準を超える省エネ性能の目標

設定についてでございますけれども、２７ページ、１２行目以降の記載に加えて、エンドユ

ーザーの機運醸成がとても大事になるため、その点についても触れていただくようお願い

したいと思います。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、対面で御出席の○○専門委員から御発言をお願いいたします。 

【○○専門委員】  ありがとうございます。取りまとめいただきまして、意見も反映いた
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だきまして、ありがとうございます。３点申し上げます。 

 今回、報告案で着工前の届出が明文化され、その趣旨には賛成いたします。一方で、着工

前届出に間に合わせることが可能な簡便な算定方法を用意する必要があると思います。９

ページ、１２ページ辺りのところでございます。算定者を設計者施工者いずれかに限定する

ことがないことを前提に、次のような２つの方法があると思います。 

 １つ目の方法は、実施設計段階に設計事務所、積算事務所、算定業務者が算定する方法で

す。建設会社の設計施工の場合も設計部と見積部の連携が必須で、算定にかかる負担の軽減

が課題となると思っております。 

 ２つ目の方法は、契約見積書を用いて施工者が算定する方法です。実態は着工直前に契約

見積書が作成される場合も多く、着工前の届出には間に合わないことが想定されます。早め

に施工者が算定を始めることができるような制度も検討する必要があると思います。 

 ２つ目です。既存ストック対策の件ですけれども、２７ページの２９行目以降、次のペー

ジまでの記載、それから、参考資料で４５ページにストック社会への対応、このまとめをし

ていただきまして、大変ありがとうございます。今後のストックに関する改修等の算定評価

も並行して進めていただければと思います。 

 ３点目、省エネ性能の一層の向上についてでございます。１６ページの辺りだと思います

けれども、モデル建物法では目標が達成できず、標準入力法で計算することが達成に欠かせ

なくなると予想しております。現時点までの日建連のオリエンテッド以上のＺＥＢ調査で

は、標準入力法が７割以上を占めています。モデル建物法のＢＥＩmは設計時基準値の比し

か結果表示されないので、モデル建物法を今後どう扱っていくのかの議論をすべきではな

いかと思います。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、○○専門委員から御発言をお願いいたします。 

【○○専門委員】  全建総連の○○です。膨大な作業による取りまとめ、ありがとうござ

いました。 

 報告案２０ページ下段に書かれているとおり、２０３０年の省エネ基準の引上げに向け

て、設計者・施工者の申請側、そして審査側等における体制整備の支援を継続するべきであ

るという記述や、気候風土適応住宅の基準策定の支援など、私からの発言も反映されており

まして、ありがとうございます。 
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 今、中小工務店の現場レベルでは、この間実施をされてきた断熱施工実技研修会の成果な

どで、断熱材の正しい施工方法なども定着しつつあると考えております。今後の基準強化、

次のステップということになりますけれども、設計・施工、そしてコスト、そうした状況を

しっかりと検証して、仕様基準を含む具体の基準、新基準への移行プロセスを分かりやすく

示していくことが大切になってくると考えております。全建総連としましても、今の現場の

実態や現場の意見を今後もお伝えしていきたいと考えております。 

 ２１ページ、２７行目に記述をされているＧＸ志向型住宅の支援につきまして、先ほども

発言がありましたが、補正予算案に事業が盛り込まれて、聞くところによりますと、対象戸

数を大きく増加させていると聞いております。裾野を広げていく意味で極めて重要な位置

づけだと感じているところです。 

 ぜひ、この事業の実施に当たっては、各地方で頑張っている中小工務店の事業活用を推進

していただいて、省エネ化のボトムアップを各地で図っていただきたいと要望させていた

だきます。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、対面で御参加の○○専門委員から御発言をお願いいたします。 

【○○専門委員】  住団連の○○でございます。資料の取りまとめ、誠にありがとうござ

います。これまでの議論が的確に整理されており、住団連として内容に関しては異存ござい

ません。 

ただ、これからの運用面において、いろいろな課題が出てくることが想定されます。まず、

性能表示や断熱性能の評価に加え、LCCO₂も評価するということになると、現場の負担が大

きくなることが懸念されます。評価方法については、可能な限り簡易化し、負担軽減を図っ

ていただきたいと考えております。 

また、住宅を建てるお客様は一般の方々であり、複数の評価結果を提示した際に「どれを

優先すればいいのか」という混乱が生じる可能性があります。そのため、各評価の意味合い

や関係性等を整理するなどして、明確な指針を提示いただき、啓発・普及活動を進めていく

必要があります。これは、我々メーカー側も取り組まなければならない課題であると認識し

ております。 

加えて、トップランナー制度は業界を牽引していくという意味では非常に重要ですが、年度

末はいつも各種作業が逼迫する傾向がありますので、取りまとめ等の報告業務の運用簡易
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化についてもご検討いただけるとありがたく存じます。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、５名の方から御発言をいただきましたので、ここで事務局のほうから御発言い

ただけますでしょうか。 

【事務局】  ○○委員から御指摘いただきました廃棄のところについては、先ほどの○○

委員、それから○○委員の御指摘への対応と併せて検討したいとに思っています。ありがと

うございます。 

 ○○委員から４点あったかと思いまして、まず、報告書案の１６ページの記載ぶりですが、

これは少し見にくかったかもしれないですけれども、第１ステップから第２ステップで届

出対象の用途が確かに変わる可能性、広がる可能性はありますが、１６ページの考え方につ

いて、特定の用途に限ってということよりは、例えば、第２カテゴリーですと様々な建築物

において共通して使用される頻度が高く、と書いていまして、あまり特定の用途というとこ

ろを意識していなかったので、今後、２０２８年以降も含めてどう広めて、整備していくか、

ということかなと思っています。 

 それから、建材・設備の CO2等排出量原単位の関係で、建設するメーカー側の努力の反映

といった御指摘がありました。まさにそういったメーカー側の削減努力をしっかりと反映

していくためには、原単位の整備というのをなるべく細かい粒度でやっていただくという

ことが重要なのかなというふうに思っていますので、引き続き、原単位整備の促進というの

は支援していきたいと思っています。 

 それから、ＧＸ志向型住宅の補助の話があったかと思います。先ほどの○○委員からの御

指摘にありましたように、単価は確かに１６０万円から１１０万円というふうになってい

ますが、その分対象にできる戸数というのは増えたということになります。子育てグリーン

住宅支援事業におけるＧＸ志向型住宅への補助が早めに売り切れて、分譲マンションなん

かでも十分に使えなかったといった御指摘もありましたので、対象戸数を増やすことでな

るべく多くの方に使っていただけるようにという観点もございますので、幅広く支援でき

るように、御指摘いただいたようなスケジュールとか要件とかを含めて、しっかりと現実に

即したものになるように考えていきたいと思っています。 

 それから、オフサイトのところについては、何に使っていく数字なのかということが非常

に重要なのかなと思っていまして、もちろんオフサイトを含めた評価とか見せ方が重要な
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局面というのはあるとは思います。ただ、建物の消費エネルギー、省エネ性能という観点に

なりますと、先ほどの議論でもありましたけれども、省エネ対策の徹底というのはエネルギ

ー安全保障の観点からも避けられないと思っていますので、オフサイトで他で再エネがあ

るので省エネをやらなくていいとか、その省エネの取組が少し遅れてしまうということに

なってしまったらいけないのかなと思っていますので、建物の省エネ基準ですとか省エネ

性能の向上という文脈では、なかなか慎重に検討しなきゃいけないものではあるのかなと

いうふうに思ってございます。 

 それから、○○委員から御指摘いただいた点、いずれもおっしゃるとおりかと思いますの

で、今後、特に運用面で御指摘いただいた点をしっかりと踏まえて、制度の詳細なルールを

検討していきたいと思っています。 

 それから、○○委員からの御指摘、おっしゃるとおりかと思っていますので、地方あるい

は中小の工務店の方も含めて、しっかりとボトムアップにつながるような取組になるよう

に、そしてそれを分かりやすくということで気をつけていきたいと思っています。 

 それから、○○委員から御指摘いただきました。ありがとうございます。ライフサイクル

カーボン評価の負担感については、おっしゃるとおりかなと思いまして、住宅について数も

かなり多いということになりますので、その辺り、算定の負担感というのをしっかり考えて

算定ルールを整備していきたいと思っています。 

 あわせて、伝え方の話、特に施主とか住民の方に対する伝え方という話がありましたので、

今回、住宅も含めて表示制度というのが提案されていますが、その表示の見せ方、例えばラ

ベルであればラベルの作り方を含めて、御指摘いただいた点を考慮して検討していきたい

かなと思ってございます。その他トップランナーの運用も含めて、御指摘を踏まえてしっか

りやっていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 御発言を御希望されていた方は一通り当たったと思うんですが、よろしゅうございます

でしょうか。大丈夫でしょうか。 

 それでは、ちょうどいいぐらいの時間になりまして、大変御協力いただきましてありがと

うございました。本日の議論としては、ここまでとさせていただきたいと思います。たくさ

んの御意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 今後ですけれども、建築環境部会としての報告を取りまとめる必要がございますので、事
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務局より今後のスケジュールについて御説明をお願いできますでしょうか。よろしくお願

いいたします。 

【事務局】  事務局の○○でございます。 

 資料４を見ていただければと思いますが、黒字にしている部分が本日以降の動きという

形になります。上３つは薄くしていますが、これまで議論した経過ということになってござ

います。 

 本日の議論を踏まえまして、事務局としては、今月１５日から１月５日まで、この報告書

案についてのパブリックコメントを行いたいと思ってございます。その上で、来月１月２０

日に建築環境部会を再び開催させていただいた上で、その後、直後に建築分科会にその報告

について議論いただくといったことを考えてございます。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 今御説明がございましたように、今日の御意見を踏まえまして修正を行った報告案を今

後パブコメのほうにかけてまいりたいというふうに考えてございます。パブコメにかけま

す報告案につきましては、部会長に御一任いただくということでよろしゅうございますで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【部会長】  異議なしということでございますので、そのようにさせていただきたいと思

います。どうもありがとうございます。 

 それでは、本日の議事としては、以上でございます。進行を事務局のほうにお戻ししたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  部会長、ありがとうございました。御出席の委員の皆様方におかれましても、

大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 本日の議事録につきましては、追って委員の皆様に御確認いただくために御連絡をさせ

ていただきます。 

 次回は、先ほどの御説明のとおり、１月２０日の開催を予定してございます。パブコメの

内容を反映した内容について御審議をいただく予定でございます。 

 以上をもちまして、第２９回建築環境部会を閉会させていただきます。本日は誠にありが

とうございました。 
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―― 了 ―― 


